
年休の取得義務化により、会社は年5日の年

休について、従業員に取得を希望する時季を

聞き、その希望を尊重しつつ取得日を指定し、

取得させる必要があります。ただし、従業員

が自ら取得した日数や労使協定による計画的

付与で取得した日数（いずれも取得する予定

の日数を含む）はこの5日から差し引くことが

できます。

なお、今回新設された使用者による時季指

定を行う際には、就業規則に時季指定の対象

となる労働者の範囲や時季指定の方法などを

記載する必要がありますので、就業規則の変

更を忘れずに行うようにしましょう。

今回の取得義務化の対象者には、管理監督

者や年10日以上の年休が付与されるパートタ

イマーも含まれます。また、年度の途中に育

児休業等から復帰した従業員も対象者となる

ため、復帰後に年5日を取得させる必要があり

ます。ただし、復帰した日によっては、年休

を取得させることとなる残りの期間の労働日

数が、会社が取得日の指定を行う必要のある

年休の残日数より少なく、5日を取得させるこ

とが不可能なこともあり、このような場合は

対象になりません。

年休は、1日単位で取得することが原則です

が、通達で半日単位での取得も認められてい

ます。また、労使協定を締結することで時間

単位での取得も認められています。今回の取

得義務化では、半日単位の年休については、

取得義務化となる5日から差し引くことが認め

られます。これに対し、時間単位の年休につ

いては、会社が取得日を指定する年休に含め

ることはできず、従業員が自ら取得したとき

であっても、取得義務化となる5日から差し引

くことはできません。

既に時間単位の年休の制度を導入している

会社はもちろんのこと、年休の取得率を向上

させるため、より柔軟に取得できる時間単位

の年休の導入を検討する会社も、導入前にこ

の点を押さえておきましょう。

2.取得義務化の対象者

働き方改革関連法が順次施行されることに伴い、4月から年10日以上の年

次有給休暇（以下、「年休」という）が付与される従業員について、会社は

年5日の年休を確実に取得させることが義務となります。この年休の取得義

務化に関する通達が、昨年12月に厚生労働省より発出されたことから、実務

上の注意点を確認しておきましょう。
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年休の取得義務化では、従業員に確実に年休を取得させる必要があります。仮に、会社が

指定した取得日に、従業員が取得を希望せず勝手に勤務をするというケースも想定されます。

その場合は、その日について年休を取得したとは判断されません。その結果、年5日の年休

を取得しない従業員が発生したとしても、法違反の指摘を免れることはできません。罰則が

定められた制度であり、法律の施行が4月に迫っていることから、対応に向けてお困りのこ

とがあるときには、当事務所までお気軽にご相談ください。

3.年5日の対象となる年休の単位

1.取得日の指定と就業規則の変更
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